
令和7年度埼玉県食品衛生監視指導計画(案)に対する意見について

No.頁 分類 項目 提出元 御意見 県の対応 反映状況

1 P.5 意見 第6_1 一般
カンピロバクター、ウェルシュ菌、サルモネラ菌など近年発生している食中毒事故の傾向
を踏まえ引き続き対策を進めてください。猛暑や夏季の長期化、また食品の流通量が増加
する年末に向けて、注意喚起や集中的な監視を強めるようお願いします。

B

2 P.10 意見 第6_2 一般
規模の大きい事業者においては広域的な食中毒事故が発生するリスクがありますので、必
要な注意喚起をお願いします。

C

3 意見 一般
コロナ禍が収束して、2024 年は多くのイベントが再開されています。全国植樹祭に限らず、
イベント時の食品の安全確保について注意喚起や必要な監視をお願いします。

全国植樹祭を含めたイベント時の食品の衛生管理については、保
健所への相談、申請時等に取り扱う食品の種類等に応じて必要な
指導を行うほか、出店者向け講習会や開催日の監視指導などあら
ゆる期間をとらえて指導を行ってまいります。

C

4 意見 一般
 施策の柱である HACCP の推進について、法改正により新たに対象となった施設への監視指
導、中小事業者への導入・定着、講習会等の実施が適切に実施できるよう、必要な体制確
保をお願いします。

中小事業者へのHACCP導入・定着については、申請時に導入指
導を行う他、監視時や実務講習会などの機会をとらえ、丁寧な導
入支援を行うとともに、関係団体等と協力して普及啓発を図ってま
いります。

C

5
P.10
P.3

意見
第6_1_(6)
第4_2_(2)_
ウ

一般

いわゆる「健康食品」については、計画にあるように製造施設の現場における衛生管理の
実態確認を進めてください。また、虚偽誇大広告を禁止している「健康増進法」や、「医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」など他の部局に関わる
課題もあるため、庁内連携による監視や対応を進めてください。

C

6 意見 一般
 機能性表示食品を含むいわゆる「健康食品」については、誇大と思われる広告が大量かつ
長期にわたり続いているため、間違った認識が県民・消費者に浸透していると考えられま
す。適切な情報の、継続的な発信をお願いします。

C

7 意見 一般
いわゆる「健康食品」も含め、県民・消費者が食品表示や異変に気付いた場合の相談・通
報の窓口等の連絡先の周知を強めてください。

C

8 意見 一般
自主回収の運用が変わり、自主回収事案が増加していますが、消費者（利用者）が気づか
なければ回収にはつながりません。県民・消費者向けの情報提供のあり方・方法について
検討してください。

食品の回収事案について、健康被害拡大の防止及び迅速な回収
が行われるよう、県民・消費者の皆様に対し、わかりやすい発信を
心がけてまいります。

C

9 意見 一般
食品ロス削減との関連で、今後、食品のお持ち帰りが増加していく可能性があります。家
庭内に起因する食中毒を防止する観点から、お持ち帰り食品の取り扱いの注意点、異変が
あったときの対応等の周知をお願いします。

各種講座の開催や県ホームページの活用等を通じて、県民の皆
様に対して分かりやすい情報提供を心がけてまいります。

C

10 意見 一般
埼玉県消費者団体連絡会の構成団体のひとつである生協の商品検査施設では、学校など教
育機関の協力を得て、年間 5000 人を超える児童生徒が見学や体験企画に参加しました。
県民・消費者が食品の安全について学べる県内の施設情報の提供をお願いします。

食の安全に関する情報や学習の機会を県民の皆様に広く提供す
るため、民間企業や教育機関との連携を目指してまいります。

C

11 意見 一般
 所沢市に保健所ができることを歓迎します。鳥インフルエンザウイルスをはじめ様々な感
染症の流行・拡大への警戒が続きますが、未然防止と事故対応が速やかに行えるよう、保
健所や庁内の体制確保、そのための予算の確保をお願いします。

所沢市保健所開設にあたり、職員を市に派遣したり、県保健所で
市職員の研修を受入れるなど、市の要請を踏まえ支援をしてまい
ります。
また、関係部局との情報共有及び連携を図り、速やかな対応がで
きる体制を整備していきます。

C

12 P.3 意見 第4_2_(2)_エ一般

食品衛生監視指導計画に基づき、学校給食調理場の食品衛生監視指導が行われるものだが、監
視指導の基準が食品衛生法関連のみとなっている。学校給食調理場の衛生管理基準は学校給食
法第９条「学校給食衛生管理基準」にも規定があるので、衛生管理計画に「学校給食衛生管理基
準」を加味した指導をする旨を記載し、確実に運用すべきである。

学校給食における衛生管理を徹底するため、引き続き教育局と連
携に努めてまいります。

A

反映状況区分A：意見を反映し、案を修正したB：既に案で対応済み
C：案の修正はしないが、実施段階で配慮していくD：意見を反映できなかった
E：その他

引き続き、近年多数発生している食中毒に注目し、効果的な監視
指導を実施してまいります。
また、広域又は大量流通を行う製造所等に対し、食中毒等が発生
した際の影響について認識を共有し、日々の衛生管理を徹底する
よう注意喚起してまいります。
その他、夏期及び年末等の食中毒等のリスクが高まる時期におい
て、集中的な監視を実施します。

いわゆる「健康食品」について、製造施設の実態把握を進めるとと
もに、引き続き庁内連携を進め、健康被害発生の防止に努めてま
いります。
併せて、各種講座の開催や県ホームページの活用等を通じて、い
わゆる「健康食品」に係る健康被害防止のための適切な情報提供
を行うとともに、食品による健康被害等の相談・通報先等につい
て、県民・消費者の皆様に対し、わかりやすい発信を心がけてまい
ります。


